
（様式第２－１号）
【市町村から都道府県に提出するもの】
【都道府県から国に提出するもの】 農林水産省様式

番 　　　　　号
年　　月　　日

殿

１．事業計画書の提出期限を延長する地域の範囲

２．延長が必要な理由

〈施行注意〉
１．

２．

3．

4．

  多面的機能支払交付金実施要領（平成26年４月１日付25農振第2255号農林水産省農村振興局
長通知)の第１の5の（１）（第２の7の（１））に基づき、下記のとおり、○○年度における事業計画書の
提出期限の延長を届け出る。

記

　市町村長は、事業計画書の提出期限を延長する場合には本様式にて都道府県知事へ届
け出るものとする。

　都道府県は、市町村から届け出があった場合には、本様式により各地方農政局管内の都
府県にあっては各地方農政局長、北海道にあっては農村振興局長、沖縄県にあっては内閣
府沖縄総合事務局長へ報告するものとする。

　資源向上支払交付金の事業計画書の提出期限延長を行う場合には、標題の（農地維持支
払交付金）を（資源向上支払交付金）に、「第１の5の（１）」を「第２の7の（１）」に置き換えるもの
とする。

　農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金のいずれも事業計画書の提出期限延長を
行う場合には、標題の（農地維持支払交付金）を（農地維持支払交付金及び資源向上支払
交付金）に、「第１の5の（１）」を「第１の5の（１）及び第２の7の（１）」に置き換えるものとする。

○○都道府県知事

地方農政局長（北海道にあっては
農村振興局長、沖縄県にあって
は内閣府沖縄総合事務局長）

　　　　　 ○○市町村長　

○○都道府県知事

多面的機能支払交付金（農地維持支払交付金）（資源向上支払交付
金）に係る事業計画書の提出期限の延長届出書



（様式第２－２号） 

【市町村から活動組織に通知するもの】               農林水産省様式 

 
 

番     号  
年  月  日  

 
活動組織の名称 
代表者の氏名   殿 

 
市町村長   

 
 

多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定について 
 
 ◇年◇月◇日付け「多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定の申請について」をも

って申請のあったこのことについて、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律

（平成 26年法律第 78 号）第７条第５項の規定に基づき認定する。 
 
 
＜施行注意＞ 
１ １号事業を実施する場合において、市町村が管理する施設の工事に関する条件がある

場合には、その内容を明示した上で認定を行うこと。 
 
２ 実施要領第１の６の（３）又は第２の６の（５）に定める事業計画の変更認定の通知

を行う場合には、件名の「多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定について」を「多

面的機能発揮促進事業に関する計画の変更認定について」とし、本文中の「◇年◇月◇

日付け「多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定の申請について」をもって」を「◇

年◇月◇日付け「多面的機能発揮促進事業に関する計画の変更認定の申請について」を

もって」とし、「第７条第５項」を「第８条第４項において準用する同法第７条第５項」

とする。 
 



（別紙） 
 
 

            ○○市町村が管理する施設の工事に関する条件 
 
 
 １．町が管理する施設に関し、○○○○○（以下「対象組織」という。）が実施する工事

によって生じた工作物等は、所要の手続を経て、町に無償で譲渡するものとする。 
 また、譲渡の際は、工作物等の所在、構造、規模、数量等が明示された図面等の書類（例

：設計書、平面図、構造図等）を提出するものとする。 
 
 ２．対象組織は、町が管理する施設に関し、工事に当たって詳細な工事内容について町に

提出し、工事内容に変更が生じた場合には、あらかじめ、町にその旨を報告し、町は書

類確認を行うとともに、必要に応じて現地確認を行うものとする。 
 
 ３． ・ ・  ・ ・ ・ ・  必要に応じて記述 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  

 



【市町村から都道府県に提出するもの】 農林水産省様式

番 　　　　　号
年　　月　　日

殿

１．実施状況確認表（別紙）

（注）

   対象組織の事業計画に定められている活動の実施状況について確認を行ったので、多面
的機能支払交付金実施要綱（平成26年４月１日付け25農振第2254号農林水産事務次官依
命通知）の別紙１の第8の２の（２）及び別紙２の第8の２の（２）に基づき、下記関係書類を添え
て報告する。

記

　確認表とともに、対象組織が提出した実施状況報告書、市町村長が作成した実施状
況確認チェックシートを提出すること。

（様式第２－３号）

○○都道府県知事

○○市町村長

○○ 年度　多面的機能支払交付金に係る実施状況確認報告書



（別紙）

実施状況確認表

○年度

広
域
活
動
組
織

特
定
非
営
利
活
動
法
人

農
事
組
合
法
人

（
団
体
数

）

営
農
組
合

（
団
体
数

）

そ
の
他
の
農
業
者
団
体

（
団
体
数

）

合
計
団
体
数

自
治
会

(

団
体
数

）

女
性
会

（
団
体
数

）

子
供
会

（
団
体
数

）

土
地
改
良
区

（
団
体
数

）

Ｊ
Ａ

（
団
体
数

）

学
校
・
P
T
A

（
団
体
数

）

N
P
O

（
団
体
数

）

そ
の
他
の
農
業
者
以
外
団
体

（
団
体
数

）

合
計
団
体
数

農
業
者

農
業
者
以
外

合
計

活
動
開
始
年
度

活
動
終
了
年
度

活
動
開
始
年
度

活
動
終
了
年
度

活
動
開
始
年
度

活
動
終
了
年
度

組織

活動に参加した最大人数

合計

個
人

団体

個
人

団体 農地維持支払
資源向上支払

（共同）

都
道
府
県
名

市
町
村
名

対
象
組
織
名

広域化・
体制強化

構成員（農業者） 構成員（農業者以外） 活動期間

資源向上支払
（長寿命化）

田

（
ａ

）

畑

（
ａ

）

草
地

（
ａ

）

計

（
ａ

）

う
ち
遊
休
農
地
面
積

(

a

)

う
ち
中
山
間
と
の
重
複
面
積

(

a

)

水
路

（
k
m

）

農
道

（
k
m

）

た
め
池

（
箇
所

）

水
路

（
k
m

）

農
道

（
k
m

）

た
め
池

（
箇
所

）

田

(

a

)

畑

(
a

)

草
地

(

a

)

計

(

a

)

う
ち
農
振
農
用
地
区
域
外

面
積

（
a

）

田

(

a

)

畑

(

a

)

草
地

(

a

)

計

(

a

)

う
ち
農
振
農
用
地
区
域
外

面
積

（
a

）

農地維持支払 資源向上支払（共同）

対象農用地面積（a）認定農用地面積（a）

保全管理する施設 長寿命化を行う施設



田

(

a

)

畑

(

a

)

草
地

(

a

)

計

(

a

)

う
ち
農
振
農
用
地
区
域
外

面
積

（
a

）

都
市
的
地
域

平
地
農
業
地
域

中
間
農
業
地
域

山
間
農
業
地
域

特
定
農
山
村

振
興
山
村

過
疎

半
島

離
島

沖
縄

奄
美
群
島

小
笠
原
諸
島

中
心
経
営
体
型

集
落
ぐ
る
み
型

地
域
外
経
営
体
連
携
型

集
落
間
・
広
域
連
携
型

多
様
な
参
画
・
連
携
型

そ
の
他

前
年
度
か
ら
の
持
越
金

（
農
地
維
持
支
払
・
資
源
向
上
支
払

（
共
同

）
）

前
年
度
か
ら
の
持
越
金

（
資
源
向
上
支
払

（
長
寿
命
化

）

農
地
維
持
支
払
交
付
金

資
源
向
上
支
払
交
付
金

（
共
同

）

資
源
向
上
支
払
交
付
金

（
長
寿
命
化

）

利
子
等

合
計

集
落
数

農業地域類型 地域振興立法８法地域
構造変化に対応した
保全管理の目標

収入の部（円）

指
定
棚
田
地
域

資源向上支払（長寿命化）

対象農用地面積（a）

日
当

購
入
・
リ
ー

ス
費

外
注
費

そ
の
他

日
当

購
入
・
リ
ー

ス
費

外
注
費

そ
の
他

遊
休
農
地
発
生
防
止
の
た
め
の
保
全
管

理

当
該
年
度
遊
休
農
地
解
消
面
積

（
a

）

畦
畔
・
法
面
・
防
風
林
の
草
刈
り

鳥
獣
害
防
護
柵
等
の
保
守
管
理

水
路
の
草
刈
り

水
路
の
泥
上
げ

水
路
附
帯
施
設
の
保
守
管
理

農
道
の
草
刈
り

農
道
側
溝
の
泥
上
げ

路
面
の
維
持

た
め
池
の
草
刈
り

た
め
池
の
泥
上
げ

た
め
池
附
帯
施
設
の
保
守
管
理

資源向上支払（長寿命化）

支出の部（円） 支出の部（円） 農地維持支払

次
年
度
へ
の
持
越
金

（
資
源
向
上
支
払

（
長
寿
命
化

）
）

合
計

農用地 水路 農道 ため池農地維持支払・資源向上支払（共同）

返
還

次
年
度
へ
の
持
越
金

（
農
地
維
持
支
払
・
資
源
向
上
支
払

（
共
同

）
）



農
業
者
の
検
討
会
の
開
催

農
業
者
に
対
す
る
意
向
調
査

、

現
地
調
査

不
在
村
地
主
と
の
連
絡
体
制
の
整
備
等

集
落
外
住
民
や
地
域
住
民
と
の

意
見
交
換
等

地
域
住
民
等
に
対
す
る
意
向
調
査
等

有
識
者
等
に
よ
る
研
修
会

、

検
討
会
の
開
催

そ
の
他

農
用
地
の
軽
微
な
補
修
等

水
路
の
軽
微
な
補
修
等

農
道
の
軽
微
な
補
修
等

た
め
池
の
軽
微
な
補
修
等

生
物
の
生
息
状
況
の
把
握

外
来
種
の
駆
除

そ
の
他

(

生
態
系
保
全

）

水
質
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の

実
施
・
記
録
管
理

畑
か
ら
の
土
砂
流
出
対
策

そ
の
他

（
水
質
保
全

）

植
栽
等
の
景
観
形
成
活
動

施
設
等
の
定
期
的
な
巡
回
点
検
・
清
掃

そ
の
他

（
景
観
形
成
・
生
活
環
境
保

全

）

水
田
の
貯
留
機
能
向
上
活
動

水
田
の
地
下
水
か
ん
養
機
能
向
上
活
動

、
水

源
か
ん
養
林
の
保
全

地
域
資
源
の
活
用
・
資
源
循
環
活
動

遊
休
農
地
の
有
効
活
用

鳥
獣
被
害
防
止
対
策
及
び
環
境
改
善
活

動
の
強
化

地
域
住
民
に
よ
る
直
営
施
工

防
災
・
減
災
力
の
強
化

農
村
環
境
保
全
活
動
の
幅
広
い
展
開

や
す
ら
ぎ
・
福
祉
及
び
教
育
機
能
の
活

用

農
村
文
化
の
伝
承
を
通
じ
た

農
村
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
強
化

都
道
府
県

、
市
町
村
が

特
に
認
め
る
活
動

広
報
活
動
・
農
的
関
係
人
口
の
拡
大

水
路
の
補
修

（
k
ｍ

）

水
路
の
更
新
等

（
k
ｍ

）

農
道
の
補
修

（
k
ｍ

）

農
道
の
更
新
等

（
k
ｍ

）

た
め
池
の
補
修

（
箇
所

）

た
め
池

（
附
帯
施
設

）
の
更
新
等

（
箇
所

）

資源向上支払（共同）資源向上支払（共同）農地維持支払

ため池
地域資源の適切な保全管理のための

推進活動
施設の軽微な補修 農村環境保全活動 多面的機能の増進を図る活動 水路 農道

資源向上支払（長寿命化）
農
地
中
間
管
理
機
構
の
借
り
受
け
農
地
の
有
無

対象
農用地面積

うち、
実施面積

田

（
ａ

）

畑

（
ａ

）

草
地

（
ａ

）

計

（
ａ

）

田

（
ａ

）

畑

（
ａ

）

草
地

（
ａ

）

計

（
ａ

）

田

（
ａ

）

畑

（
ａ

）

草
地

（
ａ

）

計

（
ａ

）

田

（
ａ

）

田

（
ａ

）

加算措置

農
村
協
働
力
の
深
化
に
向
け
た
活
動
へ
の
支
援

水
田
の
雨
水
貯
留
機
能
の
強
化

（
田
ん
ぼ
ダ

ム

）
を
推
進
す
る
活
動
へ
の
支
援

組
織
の
広
域
化
・
体
制
強
化
に
対
す
る
支
援

対象農用地面積 対象農用地面積 対象農用地面積

小
規
模
集
落
支
援

多
面
的
機
能
の
更
な
る
増
進
に
向
け
た
活
動
へ

の
支
援



【都道府県から国に提出するもの】 農林水産省様式

番 　　　　　号
年　　月　　日

殿

１．対象組織実施状況整理表（別紙）

   多面的機能支払交付金実施要綱（平成26年４月１日付け25農振第2254号農林水産事務
次官依命通知)別紙１の第８の２の（３）及び別紙２の第８の２の（３）に基づき、対象組織の実施
状況を取りまとめたので、下記関係資料を添えて提出する。

記

（様式第２－４号）

地方農政局長（北海道にあっては
農村振興局長、沖縄県にあっては
内閣府沖縄総合事務局長)

○○都道府県知事

○○ 年度　多面的機能支払交付金に係る実施状況取りまとめ報告書



（別紙）

実施状況整理表

○年度

広
域
活
動
組
織

特
定
非
営
利
活
動
法
人

農
事
組
合
法
人

（
団
体
数

）

営
農
組
合

（
団
体
数

）

そ
の
他
の
農
業
者
団
体

（
団
体
数

）

合
計
団
体
数

自
治
会

(

団
体
数

）

女
性
会

（
団
体
数

）

子
供
会

（
団
体
数

）

土
地
改
良
区

（
団
体
数

）

Ｊ
Ａ

（
団
体
数

）

学
校
・
P
T
A

（
団
体
数

）

N
P
O

（
団
体
数

）

そ
の
他
の
農
業
者
以
外
団
体

（
団
体
数

）

合
計
団
体
数

農
業
者

農
業
者
以
外

合
計

活
動
開
始
年
度

活
動
終
了
年
度

活
動
開
始
年
度

活
動
終
了
年
度

活
動
開
始
年
度

活
動
終
了
年
度

組織

構成員（農業者以外）

個
人

団体

個
人

団体

都
道
府
県
名

市
町
村
名

対
象
組
織
名

広域化・
体制強化

構成員（農業者）

農地維持支払
資源向上支払

（共同）
資源向上支払
（長寿命化）

合計

活動に参加した最大人数

活動期間

田

（
ａ

）

畑

（
ａ

）

草
地

（
ａ

）

計

（
ａ

）

う
ち
遊
休
農
地
面
積

(

a

)

う
ち
中
山
間
と
の
重
複
面
積

(

a

)

水
路

（
k
m

）

農
道

（
k
m

）

た
め
池

（
箇
所

）

水
路

（
k
m

）

農
道

（
k
m

）

た
め
池

（
箇
所

）

田

(

a

)

畑
(

a

)

草
地

(

a

)

計

(

a

)

う
ち
農
振
農
用
地
区
域
外

面
積

（
a

）

田

(

a

)

畑

(

a

)

草
地

(

a

)

計

(

a

)

う
ち
農
振
農
用
地
区
域
外

面
積

（
a

）

長寿命化を行う施設

対象農用地面積（a）

農地維持支払 資源向上支払（共同）

認定農用地面積（a）

保全管理する施設



田

(

a

)

畑

(

a

)

草
地

(

a

)

計

(

a

)

う
ち
農
振
農
用
地
区
域
外

面
積

（
a

）

都
市
的
地
域

平
地
農
業
地
域

中
間
農
業
地
域

山
間
農
業
地
域

特
定
農
山
村

振
興
山
村

過
疎

半
島

離
島

沖
縄

奄
美
群
島

小
笠
原
諸
島

中
心
経
営
体
型

集
落
ぐ
る
み
型

地
域
外
経
営
体
連
携
型

集
落
間
・
広
域
連
携
型

多
様
な
参
画
・
連
携
型

そ
の
他

前
年
度
か
ら
の
持
越
金

（
農
地
維
持
支
払
・
資
源
向
上
支
払

（
共
同

）
）

前
年
度
か
ら
の
持
越
金

（
資
源
向
上
支
払

（
長
寿
命
化

）

農
地
維
持
支
払
交
付
金

資
源
向
上
支
払
交
付
金

（
共
同

）

資
源
向
上
支
払
交
付
金

（
長
寿
命
化

）

利
子
等

合
計

対象農用地面積（a）

集
落
数

農業地域類型 地域振興立法８法地域
構造変化に対応した
保全管理の目標

指
定
棚
田
地
域

資源向上支払（長寿命化）
収入の部（円）

日
当

購
入
・
リ
ー

ス
費

外
注
費

そ
の
他

日
当

購
入
・
リ
ー

ス
費

外
注
費

そ
の
他

遊
休
農
地
発
生
防
止
の
た
め
の

保
全
管
理

当
該
年
度
遊
休
農
地
解
消
面
積

（
a

）

畦
畔
・
法
面
・
防
風
林
の
草
刈
り

鳥
獣
害
防
護
柵
等
の
保
守
管
理

水
路
の
草
刈
り

水
路
の
泥
上
げ

水
路
附
帯
施
設
の
保
守
管
理

農
道
の
草
刈
り

農
道
側
溝
の
泥
上
げ

路
面
の
維
持

た
め
池
の
草
刈
り

た
め
池
の
泥
上
げ

た
め
池
附
帯
施
設
の
保
守
管
理

次
年
度
へ
の
持
越
金

（
資
源
向
上
支
払

（
長
寿
命
化

）
）

合
計

農用地 水路

支出の部（円） 農地維持支払

農道 ため池農地維持支払・資源向上支払（共同） 資源向上支払（長寿命化）

返
還

次
年
度
へ
の
持
越
金

（
農
地
維
持
支
払
・
資
源
向
上
支
払

（
共
同

）
）





（様式第２－５号） 

【市町村から広域活動組織に通知するもの】                    農林水産省様式 

 

○○年○月○日 

 

○○広域協定 

 運営委員会会長 氏 名 殿 

 

 

   ○○市町村長        

 

 

 

広域協定の認定書（例） 
 

 

 多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26年４月１日付け 25農振第 2254号農林水産

省事務次官依命通知）別紙５の第４の４に基づき、○○広域協定を認定したので通知す

る。 
※（なお、○○町（以下「町」という。）が管理する施設の工事の施工に関する条件は、

下記のとおりとする。） 

 

 

 

記 

 

１．町が管理する施設に関し、○○○○○（以下「広域活動組織」という。）が実施す

る工事によって生じた工作物等は、所要の手続を経て、町に無償で譲渡するものとす

る。また、譲渡の際は、工作物等の所在、構造、規模、数量等が明示された図面等の

書類（例：設計書、平面図、構造図等）を提出するものとする。 

 

２．広域活動組織は、町が管理する施設に関し、工事に当たって詳細な工事内容につい

て町に提出し、工事内容に変更が生じた場合には、あらかじめ、町にその旨を報告し、

町は書類確認を行うとともに、必要に応じて現地確認を行うものとする。 

 

３．・・・・・・・・・必要に応じて記述・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

＜施行注意＞ 

 ※（ ）の部分は、市町村が管理する施設の工事の施工に関する条件等について、必

要に応じて記載する。 



 

（様式第２－６号） 

【都道府県から国に提出するもの】                           農林水産省様式 

 
○○県 

 
多面的機能支払の実施に関する基本方針（要綱基本方針） 

 

 

１． 取組の推進に関する基本的考え方 

 

 

２． 農地維持支払交付金に関する事項 

（１）地域活動指針の策定及び同指針に基づき定める要件の設定 

① 地域活動指針策定における基本的考え方 

 

② 地域活動指針に基づき定める要件設定の基本的考え方 

ア．地域資源の基礎的保全活動 

 

イ．地域資源の適切な保全管理のための推進活動 

 

③ 国が定める活動指針及び活動要件に追加する事項等 

ア．地域資源の基礎的保全活動 

区 分  

 活動区分  

対象施設等  

活動項目  

活動内容  

活動要件  

（注）区分には、「活動項目の追加」、「活動内容の追加」又は「活動要件の設定」のうち該当するも

のを記載すること。なお、「活動内容の追加」、「活動要件の設定」については、追加箇所等に下

線を記載する。また、活動項目については、活動項目名に活動項目番号を 100 番から順に付け

加えること。 

 

イ．地域資源の適切な保全管理のための推進活動 

区 分  

 活動区分  

活動項目  

活動内容  

活動要件  

（注）区分には、「活動項目の追加」、「活動内容の追加」又は「活動要件の設定」のうち該当するも

のを記載すること。なお、「活動内容の追加」、「活動要件の設定」については、追加箇所等に下

線を記載する。また、活動項目については、活動項目名に活動項目番号を 100 番（前項までに

100 番以降を付けた場合は次の番号）から順に付け加えること。 

 

④ 地域活動指針及び同指針に基づき定める要件（別紙１） 

○○県の農地維持支払交付金に関する地域活動指針及び同指針に基づき定める要件は、別紙１

のとおりとする。 

 

 



 

（２）交付単価 

① 基本的考え方 

② 農地維持支払交付金の交付単価 

適用 地目 

 

農地維持支払交付金の

10 アール当たりの交付

単価 

 

左記のうち国の助成 

 

 

田        円 円 

畑        円 円 

草地        円 円 

 

（３）交付金の算定の対象とする農用地 

 

（４） その他必要な事項 

 

 

３．資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）に関する事項 

（１） 地域活動指針の策定及び同指針に基づき定める要件の設定 

① 地域活動指針策定における基本的考え方 

 

② 地域活動指針に基づき定める要件設定の基本的考え方 

ア．施設の軽微な補修 

 

イ．農村環境保全活動 

 

ウ．多面的機能の増進を図る活動 

 

③ 国が定める活動指針及び活動要件に追加する事項等 

ア．施設の軽微な補修 

区 分  

 活動区分  

対象施設等  

活動項目  

活動内容  

活動要件  

（注）区分には、「活動項目の追加」、「活動内容の追加」又は「活動要件の設定」のうち該当するも

のを記載すること。なお、「活動内容の追加」、「活動要件の設定」については、追加箇所等に下

線を記載する。また、活動項目については、活動項目名に活動項目番号を 100 番（前項までに

100 番以降を付けた場合は次の番号）から順に付け加えること。 

 

イ．農村環境保全活動 

区 分  

 活動区分  

テーマ  

活動項目  

活動内容  

活動要件  

（注）区分には、「テーマの追加」、「テーマの削除」、「活動項目の追加」、「活動項目の削除」、「活動



 

内容の変更（追加又は削除等）」又は「活動要件の設定」のうち該当するものを記載すること。

なお、「活動内容の追加」、「活動要件の設定」等については、追加箇所等に下線を記載する。ま

た、活動項目については、活動項目名に活動項目番号を 100 番（前項までに 100 番以降を付け

た場合は次の番号）から順に付け加えること。 

 

ウ．多面的機能の増進を図る活動 

区 分  

 活動区分  

活動項目  

活動内容  

活動要件  

（注）区分には、「活動項目の追加」、「活動内容の追加」又は「活動要件の設定」のうち該当するも

のを記載すること。なお、「活動内容の追加」、「活動要件の設定」については、追加箇所等に下

線を記載する。また、活動項目については、活動項目名に活動項目番号を 100 番（前項までに

100 番以降を付けた場合は次の番号）から順に付け加えること。 

 

④ 地域活動指針及び同指針に基づき定める要件（別紙２）   

○○県の資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）に関する地域活動指

針及び同指針に基づき定める要件は、別紙２のとおりとする。 

 

⑤水田貯留機能強化計画書の策定について 

  

 

（２） 交付単価 

① 基本的考え方 

 

②資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）の交付単価 

適用 地目 

 

資源向上支払交付金（地

域資源の質的向上を図

る共同活動）の 10 アー

ル当たりの交付単価 

 

左記のうち国の助成 

 

 

田        円 円 

畑        円 円 

草地        円 円 

 

田        円 円 

畑        円 円 

草地        円 円 

 

（３）交付金の算定の対象とする農用地 

 

（４） その他必要な事項 

 

 

４． 資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）に関する事項 

 

（１）地域活動指針の策定及び同指針に基づき定める要件の設定 

① 地域活動指針策定における基本的考え方 

 



 

② 地域活動指針に基づき定める要件設定の基本的考え方 

ア. 工事１件あたり２百万円以上の活動を実施する要件 

ａ 対象施設・対象活動 

 

ｂ 内容について都道府県知事と協議を求める場合の要件 

 

ｃ 都道府県又は推進組織が行う技術的指導の内容 

ｄ その他必要な事項 

③ 地域の状況に応じて追加する農地に係る施設や対象活動 

区 分  

 活動区分  

施設区分  

活動項目  

活動内容  

活動要件  

 

（注）区分には、「活動項目の追加」、「活動内容の追加」又は「活動要件の設定」のうち該当するも

のを記載すること。なお、「活動内容の追加」、「活動要件の設定」については、追加箇所等に下

線を記載する。また、活動項目については、活動項目名に活動項目番号を 100 番（前項までに

100 番以降を付けた場合は次の番号）から順に付け加えること。 

 

④ 地域活動指針及び同指針に基づき定める要件（別紙３） 

○○県の資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）に関する地域活動指針及び同

指針に基づき定める要件は、別紙３のとおりとする。 

 

（２）交付金の算定の対象とする農用地 

 

（３）その他必要な事項 

 

 

５．広域協定の規模 

 ○○県内においては、○○○○の要件を満たす場合、広域協定の対象とする区域が○○ha 以上（又

は協定に参加する集落が○○集落以上）の規模を有していれば、広域活動組織を設立することがで

きる。 

 

 

６．地域の推進体制 

（１）基本的な考え方 

 

（２）関係団体の役割分担 

 

（３）その他必要な事項 

  

【参考添付資料】 

（参考１）関係団体の役割分担表 

（参考２）実施体制図 

 

※（必要に応じて）変更前の多面的機能支払の実施に関する基本方針等 



 

＜参考１＞ 

関係団体の役割分担表 

事業内容 
実施主体 

備考  

○○県 

 

関係市町村 

 

推進組織 

多面的機能支払交付金     

日本型直接支払推進交付金（うち多面的機能支払交付金に係る推進事業） 

 １．法基本方針の策定     

２．促進計画の策定     

３．第三者機関の設置、運営     

４．要綱基本方針の策定     

５．（１）事業計画の指導、審査     

（２）事業計画の認定     

（３）長寿命化整備計画の協議     

６．（１）広域協定の指導、審査     

（２）広域協定の認定     

７．（１）実施状況確認     

  （２）実施状況報告     

８．推進・指導 

 （１）活動組織等への説明会     

（２）活動に関する指導、助言     

（３）推進に関する手引きの作成     

（４）活動組織を支援する組織への支援     

９．（１）交付申請書等の審査     

（２）通知・交付     

10．その他推進事業の実施に必要な事項     

（注）「その他推進事業の実施に必要な事項」には具体的な内容を記載する。 

 

 

＜参考２＞ 

実施体制図 
 
※本交付金の実施体制図を記載すること。なお、体制図には本交付金の流れ（地方分も含む）、 

及び対象組織からの申請書類等の提出先を明記すること。 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

（別紙１） 

 

○○県 地域活動指針及び同指針に基づく要件 

（農地維持活動） 

 

 

第１ 地域活動指針及び同指針に基づく要件 

 

地域活動指針  

活動要件 

 活動区分 活動項目 

  

 

 

  

 

 

第２ 活動の説明 

 

 
 

 

 



 
 

（別紙２）  

 

○○県 地域活動指針及び同指針に基づく要件 

（資源向上活動（地域資源の質的向上を図る共同活動）） 

 

第１ 地域活動指針及び同指針に基づく要件 

 

１ 施設の軽微な補修 

活動区分 活動項目 活動要件 

  

 

 

  

 

２ 農村環境保全活動 

活動区分 活動項目 活動要件 

  

 

 

  

 

３ 多面的機能の増進を図る活動 

活動区分 活動項目 活動要件 

 

 

 

  

 

 

第２ 活動の説明 

 

１ 施設の軽微な補修 

 

２ 農村環境保全活動 

 

３ 多面的機能の増進を図る活動 

 

 

 



 
 

（別紙３） 

 

 

○○県 地域活動指針及び同指針に基づく要件 
（資源向上活動（施設の長寿命化のための活動）） 

 

 

第１ 地域活動指針及び同指針に基づく要件 

 

活動区分 活動項目 活動要件 

  

 

 

  

 

 

第２ 活動の説明 

 



番 　　　　　号
年　　月　　日

殿

１．多面的機能支払の実施に関する基本方針(要綱基本方針)

（別紙１） 地域活動指針及び同指針に基づく要件（農地維持活動）
（別紙２） 地域活動指針及び同指針に基づく要件（資源向上活動（地域資源の質的向上

を図る共同活動）)
（別紙３） 地域活動指針及び同指針に基づく要件（資源向上活動（施設の長寿命化のための

活動））

（ 2．多面的機能支払の実施に関する基本方針(要綱基本方針)　新旧対照表（別紙）　）

〈施行注意〉
1.

　多面的機能支払交付金実施要綱（平成26年４月１日付け25農振第2254号農林水産事務次
官依命通知)別紙３の第１の３の規定に基づき、多面的機能支払の実施に関する基本方針を
策定（変更）したので、下記関係書類を添えて申請する。

記

　 基本方針を変更しようとする場合は、「策定」を「変更」に置き換え、「多面的機能支払の
実施に関する基本方針(要綱基本方針)　新旧対照表（別紙）」を添付するものとする。

　　地方農政局長（北海道にあっては農林
　　水産省農村振興局長、沖縄県にあって
　　は内閣府沖縄総合事務局長）

○○都道府県知事

多面的機能支払の実施に関する基本方針（要綱基本方針）
の同意申請書



別添資料
　１．多面的機能支払の実施に関する基本方針（変更後）
　（別紙１）地域活動指針及び同指針に基づく要件（農地維持活動）（変更後）
　（別紙２）地域活動指針及び同指針に基づく要件（資源向上活動（地域資源の質的向上を図る共同活動））（変更後）
　（別紙３）地域活動指針及び同指針に基づく要件（資源向上活動（施設の長寿命化のための活動））（変更後）

（別紙）
　多面的機能支払の実施に関する基本方針(要綱基本方針)　新旧対照表

変更前 変更後



【都道府県から国に提出するもの】 農林水産省様式

番　　　　　 号
年　　月　　日

殿

〈施行注意〉
１．

２．

３．

４．

　事業実施計画書の変更に伴う提出の場合は、「事業実施計画書」を「事業実施計画書（変
更）」、「別紙3の第２の１」を「別紙3の第２の２」、「市町村への交付金交付計画書」を「市町村
への交付金交付計画書（変更）」に置き換え、「事業実施計画書（変更）（別紙１）」及び「市町
村への交付金交付計画書（変更）（別紙２）」を添えて提出するものとする。

記

１．○○年度多面的機能支払交付金　事業実施計画書（実績報告書）（別紙１）

   多面的機能支払交付金実施要綱（平成26年４月１日付け25農振第2254号農林水産事務次
官依命通知）別紙３の第２の１（別紙１の第8の１の（２）及び別紙２の第8の１の（２）)の規定に基づ
き、下記関係書類を添えて提出（報告）する。

　多面的機能支払交付金交付要綱に基づき本様式を添付提出する場合は、重複提出となら
ないよう、本様式のみの提出を省略することも可能とする。

（様式第２－８号）

○○都道府県知事

○○

地方農政局長（北海道にあっては農林
水産省農村振興局長、沖縄県にあって
は内閣府沖縄総合事務局長）

年度　多面的機能支払交付金事業実施計画書

（実績報告書）の提出について

２．○○年度多面的機能支払交付金　市町村への交付金交付計画書（実績報告書）（別紙２）

　実績報告の際は、「実施計画書」を「実績報告書」、「別紙3の第2の１」を「別紙１の第8の１の
（２）及び別紙２の第8の１の（２）」、「提出」を「報告」に置き換え、「市町村への交付金交付計
画書」を「市町村への交付金交付実績報告書」とし、「実績報告書（別紙1）」及び「市町村へ
の交付金交付実績報告書（別紙２）」を添付するものとする。

３．◯◯年度多面的機能支払交付金　返還等実施計画表及び返還等実績報告表（別紙３）

　実施要領第２の19の(2)のカに該当する都道府県は、事業実施計画書に（別紙3）を添えて
提出するものとする。



（別紙１）

1．事業の目的

２．事業計画（実績）及びその内容

　（１）農地維持支払交付金
ア．基本単価

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

イ．加算単価　（加算措置の適用がある場合のみ、記載する）

a 円 円

a 円 円

a

a 円 円

a 円 円

a

a 円 円

a 円 円

a

円 円

円 円

a 円 円

○○

区分 交付単価 対象農用地面積 交付額（事業費） 交付額（ 国 費 ）

年度　多面的機能支払交付金事業実施計画書（実績報告書）

備考

田　　①

畑　　②

基本単価
（円/10a）

基本単価
（円/10a）

草地　③

基本単価
（円/10a）

計　　①＋②＋③

（注）区分及び交付単価は、都道府県が策定した要綱基本方針に従い記載し、市町村により異なる場合は行を追加すること。

区分 交付単価 対象農用地面積 交付額（事業費） 交付額（ 国 費 ） 備考

田　　①

加算上限を適用する

加算単価
（円/10a）

畑　　②

加算上限を適用する

加算単価
（円/10a）

草地　③

加算上限を適用する

加算単価
（円/10a）

１組織あたり加算上限を
適用する組織⑤ （円/組織）

１集落あたり加算上限を
適用する集落④ （円/集落） 集落

（注1）区分及び交付単価は、都道府県が策定した要綱基本方針に従い記載し、市町村により異なる場合は行を追加すること。

（注2）１集落あたり加算上限と１組織あたり加算上限が重複する場合は、１組織あたり加算上限を適用する組織欄に記載すること。

組織
面積計 ①＋②＋③
交付額計①＋②＋③＋④＋⑤

加算措置の
対象組織数

組織



　（２）資源向上支払交付金

ア．地域資源の質的向上を図る共同活動
（ア）基本単価

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

（イ）加算単価（加算措置の適用がある場合のみ、記載する）
a.多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円
（注）区分及び交付単価は、都道府県が策定した要綱基本方針に従い記載し、市町村により異なる場合は行を追加すること。

区分 交付単価 対象農用地面積 交付額（事業費） 交付額（ 国 費 ） 備考

田　　①

基本単価×５／６ （円/10a）

基本単価 （円/10a）

継続地区の交付
単価×５／６

（円/10a）

継続地区の交付
単価

（円/10a）

基本単価×５／６ （円/10a）

基本単価 （円/10a）

畑　　②

継続地区の交付
単価×５／６

（円/10a）

継続地区の交付
単価

（円/10a）

基本単価×５／６ （円/10a）

基本単価 （円/10a）

草地　③

継続地区の交付
単価×５／６

（円/10a）

継続地区の交付
単価

（円/10a）

（注）区分及び交付単価は、都道府県が策定した要綱基本方針に従い記載し、市町村により異なる場合は行を追加すること。

計　①＋②＋③

加算単価

加算単価

田　　①

（円/10a）

畑　　②

（円/10a）

草地　③

加算単価
（円/10a）

計　　①＋②＋③

区分 交付単価 対象農用地面積 交付額（事業費） 交付額（ 国 費 ） 備考

加算措置の
対象組織数

組織



b.農村協働力の深化に向けた活動への支援

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円
（注）区分及び交付単価は、都道府県が策定した要綱基本方針に従い記載し、市町村により異なる場合は行を追加すること。

c.水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を推進する活動への支援

a 円 円

a 円 円

a 円 円
（注）区分及び交付単価は、都道府県が策定した要綱基本方針に従い記載し、市町村により異なる場合は行を追加すること。

イ．施設の長寿命化のための活動

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a

円 円

a 円 円

円 円

区分 交付単価 対象農用地面積 交付上限額（事業費） 交付上限額（ 国 費 ） 備考

田　　①

（円/10a）

交付単価
（円/10a）

畑　　②

交付単価×５／６

交付単価×５／６
（円/10a）

交付単価
（円/10a）

草地　③

１集落200万円

１集落200万円

交付単価×５／６
（円/10a）

交付単価

保全管理する区域内に
存在する集落数　④ （円/集落） 集落

交付額
交付額（事業費） 交付額（国費）

（注１）区分及び交付単価は、都道府県が策定した要綱基本方針に従い記載し、市町村により異なる場合は行を追加すること。

（注２）１集落200万円の対象農用地面積には、１集落200万円の上限額が適用される対象組織の対象農用地面積を記載すること。

（円/10a）

区分 交付単価 対象農用地面積 交付額（事業費）

加算単価

１集落200万円

交付額（ 国 費 ） 備考

田　　①

（円/10a）

畑　　②

加算単価
（円/10a）

草地　③

加算単価
（円/10a）

加算措置の
対象組織数

組織

計　　①＋②＋③

計　①＋②＋③＋④

区分

加算単価

計

加算措置の
対象組織数

組織

交付単価 対象農用地面積 交付額（事業費） 交付額（ 国 費 ） 備考

田

（円/10a）



ウ．組織の広域化・体制強化

円 円

円 円

円 円

３．経費の配分

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円
（注）

４．事業の完了（予定）年月日 ○○年〇月〇日

５．収支予算（収支精算）

　（１）収入の部

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

　（２）支出の部

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

＜施行注意＞

備考

区　分
交付金に係る事業に要す
る経費（交付金に係る事業

に要した経費）

負担区分
備考

国　費 都道府県費 市町村費

交付単価 対象組織数 交付額（ 事業費 ） 交付額（ 国 費 ）

（円/組織）40,000
３集落以上または
50ha以上200ha未満

200ha以上1,000ha未満ま
たは特定非営利活動法人

1,000ha以上

（注）北海道にあっては、３集落以上または1,500ha以上3,000ha未満のとき40,000円/組織、3,000ha以上15,000ha未満のとき80,000円/組織、15,000ha以上のと
き160,000円/組織に置き換えること。

組織

組織

農地維持支払交付金

資源向上支払交付金

備考欄には、消費税仕入控除額を減額した場合は「減額した金額○○○円」を、同税額がない場合は「該当なし」を、同税
額が明らかでない場合は「含税額」をそれぞれ記入すること。

区　分
本年度予算額
（本年度精算

額）

前年度予算額
（本年度予算

額）

比較増減額
備　考

増 減

計

国庫負担金

農地維持支払交付金

資源向上支払交付金

都道府県費

区　分
本年度予算額
（本年度精算

額）

前年度予算額
（本年度予算

額）

比較増減額
備　考

増 減

計

農地維持支払交付金

　実績報告の際には、「２．事業計画及びその内容」及び「３．経費の配分」は変更となった部分につい
て、容易に比較対照できるよう変更部分を二段書とし、変更前を（ )書で上段に記載するとともに、「交
付金に係る事業に要する経費」を「交付金に係る事業に要した経費」、「５．収支予算」を「５．収支精
算」、「本年度予算額」を「本年度精算額」、「前年度予算額」を「本年度予算額」に置き換えるものとす
る。
　多面的機能支払交付金交付要綱別紙様式第５号の添付資料として提出する場合は、「３．経費の配
分」の国費額及び「５．収支予算（収支精算）」の国庫負担金の本年度予算額の記入を省略することも
可能とする。

計

資源向上支払交付金

区分

（円/組織）160,000

（円/組織）80,000

組織



（別紙２）
市町村への交付金交付計画書（実績報告書）

注：　交付先には市町村名を記載するものとする。

＜施行注意＞
　実績報告の際には、「交付上限額」を「交付額」に置き換えるものとする。

合　　計

交付先 備考

農地維持支払交付金
資源向上支払交付金

（地域資源の質的向上を図る
共同活動）

資源向上支払交付金
（施設の長寿命化のための活動）

交付額（円） 交付額（円） 交付上限額（円）

事業費 国費 事業費 国費 事業費 国費



（別紙３）
１．返還等実施計画表
○年度 （単位：円）

（注1）上段に事業費、下段に国費を記載すること。
（注2）返還等を完了した組織については、記載しないこと。
（注3）備考欄には、翌年度以降の返還等必要残額がある場合は返還等の年度割を、対象組織の名称に変更があった場合は変更前の名称を、対象組織が解散している場合は解散年月日を記載すること。

合計

前
年
度
ま
で
の
返
還
額

前
年
度
ま
で
の
相
殺
額

本
年
度
の
返
還
予
定
額

本
年
度
の
相
殺
予
定
額

翌
年
度
以
降
の

返
還
等
必
要
残
額

市
町
村
立
替
の
有
無

返
還
等
必
要
総
額

都
道
府
県
名

市
町
村
名

対
象
組
織
名

返
還
等
す
べ
き

交
付
金
区
分

返
還
等
開
始
年
度

返
還
等
完
了
予
定
年
度

備
考



２．返還等実績報告表
◯年度 （単位：円）

（注1）上段に事業費、下段に国費を記載すること。
（注2）本年度に全ての返還等を完了した組織については、「返還等完了予定年度」は「返還等完了年度」と読み替えるものとする。
（注3）備考欄には、対象組織の名称に変更があった場合は変更前の名称を、対象組織が解散している場合は解散年月日を記載すること。
（注4）本年度の返還については、返還の事実を証明できる資料を添付すること。ただし、市町村が立替を行う場合にあっては、この限りではない。

合計

都
道
府
県
名

市
町
村
名

対
象
組
織
名

返
還
等
開
始
年
度

返
還
等
す
べ
き

交
付
金
区
分

返
還
等
完
了
予
定
年
度

市
町
村
立
替
の
有
無

翌
年
度
以
降
の

返
還
等
必
要
残
額

返
還
等
必
要
総
額

前
年
度
ま
で
の
返
還
額

前
年
度
ま
で
の
相
殺
額

本
年
度
の
返
還
額

本
年
度
の
相
殺
額

備
考



【市町村から都道府県に提出するもの】 農林水産省様式

番　　　　　 号
年　　月　　日

殿

○○ 年度　多面的機能支払交付金事業実施計画書

〈施行注意〉
１．

２．

３．　実施要領第２の19の(2)のオに該当する市町村は、事業実施計画書に（別紙２）を添えて提
出するものとする。

（様式第２－９号）

○○市町村長

○○都道府県知事

（実績報告書）の提出について

２．◯◯年度多面的機能支払交付金　返還等実施計画表及び返還等実績報告表（別紙２）

　 事業実施計画書の変更に伴う提出の場合は、「事業実施計画書」を「事業実施計画書（変
更）」、「別紙３の第２の３」を「別紙３の第２の４」に置き換え、事業実施計画書（変更）を添えて
提出するものとする。

記

１．○○年度多面的機能支払交付金　事業実施計画書（実績報告書）（別紙１）

　実績報告の際は、「実施計画書」を「実績報告書」、「別紙３の第２の３」を「別紙１の第8の１
の（１）及び別紙２の第8の１の（１）」、「提出」を「報告」に置き換え、「実績報告書（別紙１）」を
添付するものとする。

   多面的機能支払交付金実施要綱（平成26年４月１日付け25農振第2254号農林水産事務次
官依命通知）別紙３の第２の３（別紙１の第8の１の（１）及び別紙２の第8の１の（１）)の規定に基づ
き、下記関係書類を添えて提出（報告）する。



（別紙１）

1．事業の目的

２．事業計画（実績）及びその内容

　（１）農地維持支払交付金
ア．基本単価

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

イ．加算単価（加算措置の適用がある場合のみ、記載する）

a 円 円

a 円 円

a

a 円 円

a 円 円

a

a 円 円

a 円 円

a

円 円

円 円

a 円 円

加算措置の
対象組織数

組織

（注1）区分及び交付単価は、都道府県が策定した要綱基本方針に従い記載し、市町村により異なる場合は行を追加すること。

（注2）１集落あたり加算上限と１組織あたり加算上限が重複する場合は、１組織あたり加算上限を適用する組織欄に記載すること。

組織
面積計 ①＋②＋③
交付額計①＋②＋③＋④＋⑤

１組織あたり加算上限を
適用する組織⑤ （円/組織）

１集落あたり加算上限を
適用する集落④ （円/集落） 集落

加算上限を適用する

加算単価
（円/10a）

草地　③

加算上限を適用する

加算単価
（円/10a）

畑　　②

加算上限を適用する

加算単価
（円/10a）

田　　①

（注）区分及び交付単価は、都道府県が策定した要綱基本方針に従い記載し、市町村により異なる場合は行を追加すること。

区分 交付単価 対象農用地面積 交付額（事業費） 交付額（ 国 費 ）

基本単価
（円/10a）

備考

計　　①＋②＋③

草地　③

基本単価
（円/10a）

畑　　②

基本単価
（円/10a）

備考

田　　①

○○ 年度　多面的機能支払交付金事業実施計画書（実績報告書）

区分 交付単価 対象農用地面積 交付額（事業費） 交付額（ 国 費 ）



　（２）資源向上支払交付金

ア．地域資源の質的向上を図る共同活動
（ア）基本単価

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

（イ）加算単価（加算措置の適用がある場合のみ、記載する）
a.多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円
（注）区分及び交付単価は、都道府県が策定した要綱基本方針に従い記載し、市町村により異なる場合は行を追加すること。

（注）区分及び交付単価は、都道府県が策定した要綱基本方針に従い記載し、市町村により異なる場合は行を追加すること。

計　①＋②＋③

加算単価

加算単価

継続地区の交付
単価×５／６

（円/10a）

継続地区の交付
単価

（円/10a）

基本単価×５／６ （円/10a）

基本単価 （円/10a）

草地　③

継続地区の交付
単価×５／６

（円/10a）

継続地区の交付
単価

（円/10a）

基本単価×５／６ （円/10a）

基本単価 （円/10a）

畑　　②

継続地区の交付
単価×５／６

（円/10a）

継続地区の交付
単価

（円/10a）

備考

田　　①

基本単価×５／６ （円/10a）

基本単価 （円/10a）

区分 交付単価 対象農用地面積 交付額（事業費） 交付額（ 国 費 ）

区分 交付単価 対象農用地面積 交付額（事業費） 交付額（ 国 費 ） 備考

田　　①

（円/10a）

畑　　②

加算単価

（円/10a）

草地　③

（円/10a）

計　　①＋②＋③

加算措置の
対象組織数

組織



b.農村協働力の深化に向けた活動への支援

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円

a 円 円
（注）区分及び交付単価は、都道府県が策定した要綱基本方針に従い記載し、市町村により異なる場合は行を追加すること。

c.水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を推進する活動への支援

a 円 円

a 円 円

a 円 円
（注）区分及び交付単価は、都道府県が策定した要綱基本方針に従い記載し、市町村により異なる場合は行を追加すること。

イ．施設の長寿命化のための活動

a 円

a 円 円

a 円 円

a

a 円

a 円 円

a 円 円

a

a 円

a 円 円

a 円 円

a

円 円

a 円 円

円 円

加算措置の
対象組織数

組織

計

加算単価
（円/10a）

区分 交付単価 対象農用地面積 交付額（事業費） 交付額（ 国 費 ） 備考

田

（注１）区分及び交付単価は、都道府県が策定した要綱基本方針に従い記載し、市町村により異なる場合は行を追加すること。

交付額
交付額（事業費） 交付額（国費）

計　①＋②＋③＋④

保全管理する区域内に
存在する集落数　④ （円/集落） 集落

１集落200万円

交付単価×５／６
（円/10a）

交付単価
（円/10a）

草地　③

１集落200万円

交付単価×５／６
（円/10a）

交付単価
（円/10a）

１集落200万円

畑　　②

交付単価×５／６
（円/10a）

交付単価
（円/10a）

備考

田　　①

区分 交付単価 対象農用地面積 交付上限額（事業費） 交付上限額（ 国 費 ）

区分 交付単価 対象農用地面積 交付額（事業費） 交付額（ 国 費 ） 備考

田　　①

加算単価
（円/10a）

加算単価
（円/10a）

加算単価
（円/10a）

加算措置の
対象組織数

組織

（注２）１集落200万円の対象農用地面積には、１集落200万円の上限額が適用される対象組織の対象農用地面積を記載すること。

計　　①＋②＋③

草地　③

畑　　②



ウ．組織の広域化・体制強化

円 円

円 円

円 円

３．経費の配分

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

４．事業の完了（予定）年月日 ○○年〇月〇日

５．収支予算（収支精算）

　（１）収入の部

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

　（２）支出の部

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

＜施行注意＞
　実績報告の際には、「２．事業計画及びその内容」及び「３．経費の配分」は変更となった部分につい
て、容易に比較対照できるよう変更部分を二段書とし、変更前を（ )書で上段に記載するとともに、「交付
金に係る事業に要する経費」を「交付金に係る事業に要した経費」、「５．収支予算」を「５．収支精算」、
「本年度予算額」を「本年度精算額」、「前年度予算額」を「本年度予算額」に置き換えるものとする。

計

資源向上支払交付金

農地維持支払交付金

区　分
本年度予算額

（本年度精算額）
前年度予算額

（本年度予算額）

比較増減額
備　考

増 減

計

市町村費

資源向上支払交付金

農地維持支払交付金

都道府県費

資源向上支払交付金

農地維持支払交付金

国庫負担金

区　分
本年度予算額

（本年度精算額）
前年度予算額

（本年度予算額）

比較増減額
備　考

増 減

計

資源向上支払交付金

区　分
交付金に係る事業に要す
る経費（交付金に係る事業

に要した経費）

負担区分

国　費 都道府県費 市町村費

農地維持支払交付金

区分 交付単価 対象組織数 交付額（ 事業費 ） 交付額（ 国 費 ） 備考

３集落以上または
50ha以上200ha未満

40,000 （円/組織）

組織
200ha以上1,000ha未満ま
たは特定非営利活動法人 80,000 （円/組織）

組織

（注）北海道にあっては、３集落以上または1,500ha以上3,000ha未満のとき40,000円/組織、3,000ha以上15,000ha未満のとき80,000円/組織、15,000ha
以上のとき160,000円/組織に置き換えること。

1,000ha以上 160,000 （円/組織）

組織



（別紙２）
１．返還等実施計画表
○年度 （単位：円）

（注1）上段に事業費、下段に国費を記載すること。
（注2）返還等を完了した組織については、記載しないこと。
（注3）備考欄には、翌年度以降の返還等必要残額がある場合は返還等の年度割を、対象組織の名称に変更があった場合は変更前の名称を、対象組織が解散している場合は解散年月日を記載すること。

対
象
組
織
名

翌
年
度
以
降
の

返
還
等
必
要
残
額

返
還
等
す
べ
き

交
付
金
区
分

都
道
府
県
名

市
町
村
名

返
還
等
必
要
総
額

返
還
等
開
始
年
度

返
還
等
完
了
予
定
年
度

前
年
度
ま
で
の
返
還
額

前
年
度
ま
で
の
相
殺
額

本
年
度
の
返
還
予
定
額

本
年
度
の
相
殺
予
定
額

市
町
村
立
替
の
有
無

備
考

合計



２．返還等実績報告表
◯年度 （単位：円）

（注1）上段に事業費、下段に国費を記載すること。
（注2）本年度に全ての返還等を完了した組織については、「返還等完了予定年度」は「返還等完了年度」と読み替えるものとする。
（注3）備考欄には、対象組織の名称に変更があった場合は変更前の名称を、対象組織が解散している場合は解散年月日を記載すること。
（注4）本年度の返還については、返還の事実を証明できる資料を添付すること。ただし、市町村が立替を行う場合にあっては、この限りではない。

返
還
等
完
了
予
定
年
度

前
年
度
ま
で
の
返
還
額

前
年
度
ま
で
の
相
殺
額

本
年
度
の
返
還
額

本
年
度
の
相
殺
額

翌
年
度
以
降
の

返
還
等
必
要
残
額

都
道
府
県
名

市
町
村
名

対
象
組
織
名

返
還
等
す
べ
き

交
付
金
区
分

返
還
等
必
要
総
額

返
還
等
開
始
年
度

市
町
村
立
替
の
有
無

備
考

合計



（様式第２－10 号） 

【都道府県から国に提出するもの】                 農林水産省様式 

 

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針 

 

○○県 

 

 

第１ 農業の有する多面的機能の発揮の促進の目標 

 

 

１．現況 

 

 

２．目標 

 

 

 

第２ 多面的機能発揮促進事業の実施を推進すべき区域の基準 

 

 

 

第３ 促進計画の作成に関する事項 

 

 

 

第４ その他農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事項 

 

 （注） 

  ここでは、都道府県が必要と考える事項を記載してください。 

  例えば、基本指針を踏まえて、 

  ① 第三者委員会による施策の点検及び効果の評価 

  ② 都道府県内における推進体制の整備 

  ③ 関係者間における連携の確保 

  等について記載することが考えられます。 

 



（様式第２－11号） 
【都道府県から国に提出するもの】                農林水産省様式 

番     号  
年  月  日  

 
農林水産大臣 殿 

 
都道府県知事 

 
 

○○県農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針の［策定／変

更］について（協議） 
 
 このことについて、○○県農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針を［策

定／変更］したいので、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成 26年法

律第 78 号）［第５条第３項／第５条第５項において準用する同条第３項］の規定に基づき、

下記関係書類を添えて協議する。 
 

記 
 

１ ○○県農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針案 
 

２ 基本方針作成の基礎となる関連資料(参考提出) 
 



（様式第２－12 号） 

【市町村から都道府県に提出するもの】                         農林水産省様式 

 

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 

 

                                                             ○○市（区、町、村） 

 

１ 促進計画の区域 

 

  別紙地図に記載のとおりとする。 

  （「次に掲げる地番の土地の区域とする。」等でも可。） 

 

２ 促進計画の目標 

 

１．旧○○町地域 

(1) 現況 

(2) 目標 

 

２．旧○○町地域 

(1) 現況 

(2) 目標 

 

３ 法第６条第２項第１号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業

に関する事項 

 

 

 
実施を推進する区域 

 
実施を推進する事業 

 
① 

 

 
（例）○○区域 

 

 
法第３条第３項第１号に掲げる事業及び同項第２号に
掲げる事業 

 
② 

 

 

 

 

 
③ 

 

 

 

 

 

４ 法第６条第２項第１号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施

を推進する区域を定める場合にあっては、その区域 

 

５ その他促進計画の実施に関し市町村が必要と認める事項 

 

（注） 市町村の判断により必要と認める事項について記載してください。 



（様式第２-13号） 
【市町村から都道府県に提出するもの】              農林水産省様式 

番     号  
年  月  日  

 
都道府県知事 殿 

 
市町村長   

 
○○市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の［策定／変更］に

ついて（協議） 
 
 このことについて、○○市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を［策定

／変更］したいので、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成 26 年法律

第 78号）［第６条第４項／第６条第６項において準用する同条第４項］の規定に基づき、

下記関係書類を添えて協議する。 
 

記 
 

１ ○○市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画案 
 

２ 促進計画作成の基礎となる関連資料(参考提出) 
 



（様式第２－14号）
【市町村が作成・保管するもの】 農林水産省様式

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

記

実施地域等

地域

　農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成26年法律第78号）第７条第５項の規定に

基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第６項の規定に基づき、その概

要を下記のとおり公表する。

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要

年　月　日

○　○　市

実施期間
重点区域との
重複の有無

実施主体

種類

1号
事業

２号
事業

３号
事業

４号
事業



【市町村から都道府県に提出するもの】 農林水産省様式

番 　　　　　号
年　　月　　日

殿

　 年度

の提出について

１．多面的機能支払実施状況確認表（別紙）
2．中山間地域等直接支払交付金実施状況確認表（別紙）
3．環境保全型農業直接支払交付金の実施結果整理表（別紙１及び２）

（注）

（様式第２－15号）

○○都道府県知事

○○市町村長

○○

多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書

中山間地域等直接支払交付金に係る実施状況報告書

環境保全型農業直接支払交付金に係る実施結果報告書

   対象組織の事業計画に定められている活動の実施状況について確認を行ったので、多面
的機能支払交付金実施要綱（平成26年４月１日付け25農振第2254号農林水産事務次官依
命通知）の別紙１の第8の２の（２）及び別紙２の第8の２の（２）、中山間地域等直接支払交付
金実施要領の運用（平成12年４月１日付け12構改Ｂ第74号農林水産構造改善局長通知）第
16の４及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領（平成23年４月１日付け22生産第
10954号生産局長通知）第13の２に基づき、下記関係書類を添えて報告する。

記

１については、確認表とともに、対象組織が提出した実施状況報告書及び実施状況確
認チェックシートを提出すること。



【都道府県から国に提出するもの】 農林水産省様式

番 　　　　　号
年　　月　　日

殿

　 年度

の提出について

１．多面的機能支払実施状況確認表（別紙）

2．中山間地域等直接支払交付金実施状況確認表（別紙）

3．環境保全型農業直接支払交付金の実施結果取りまとめ整理表（別紙１及び２）

（注）

（様式第２－16号）

○○

多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書

環境保全型農業直接支払交付金に係る実施結果取りまとめ報告書

記

　１については、確認表とともに、対象組織が提出した実施状況報告書及び実施状況
確認チェックシートを提出すること。

地方農政局長（北海道にあっては
農村振興局長、沖縄県にあって
は内閣府沖縄総合事務局長）

○○都道府県知事

中山間地域等直接支払交付金に係る実施状況報告書

   対象組織の事業計画に定められている活動の実施状況について確認を行ったので、多面
的機能支払交付金実施要綱（平成26年４月１日付け25農振第2254号農林水産事務次官依
命通知）の別紙１の第８の２の（3）及び別紙２の第８の２の（3））、中山間地域等直接支払交付
金実施要領の運用（平成12年４月１日付け12構改Ｂ第74号農林水産構造改善局長通知）第
16の４及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領（平成23年４月１日付け22生産第
10954号生産局長通知）第13の3に基づき、下記関係書類を添えて報告する。



【市町村から都道府県に提出するもの】 農林水産省様式

○年○月○日

　殿

○○市町村長

○○市における水田貯留機能強化計画の［策定／変更］について（協議）

１　水田の雨水貯留機能の強化を推進する活動の対象区域図（別添）

２　水田貯留機能強化計画の基本的な考え方

ア．水田貯留機能の強化の推進に関する基本的考え方

イ．水田貯留機能強化計画の策定における基本的考え方

○○都道府県知事

　このことについて、○○市における水田貯留機能強化計画を［策定／変更］したい
ので、多面的機能支払交付金実施要領第２の６の規定に基づき、下記関係書類を添え
て協議する。

記

３　備考（必要に応じて記載）



（別添）
水田の雨水貯留機能の強化を推進する活動の対象区域図 市町村名称：

注１）　流域治水プロジェクト等の県の認定を受けた計画に田んぼダムが位置付けられている地域は、本様式の代わりに当該計画を
　　　提出することが出来るものとする。
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